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第１ 目的及び基本的考え方 

１ 大綱策定の目的 

我が国は、戦後の経済成長による国民の生活水準の向上や、医療体制の整備

や医療技術の進歩、健康増進等により、平均寿命を延伸させ、長寿国のフロン

トランナーとなった。このことは、我が国の経済社会が成功した証であると同

時に、我が国の誇りであり、次世代にも引き継ぐべき財産といえる。 

しかしながら、人口縮減に伴い、世界に前例のない速さで高齢化が進み、世

界最高水準の高齢化率となり、世界のどの国もこれまで経験したことのない超

高齢社会を迎えている。 

また、戦後生まれの人口規模の大きな世代が 65 歳となり始めた今、「人生

65 年時代」を前提とした高齢者の捉え方についての意識改革をはじめ、働き

方や社会参加、地域におけるコミュニティや生活環境の在り方、高齢期に向け

た備え等を「人生 90 年時代」を前提とした仕組みに転換させる必要がある。

そして、活躍している人や活躍したいと思っている人たちの誇りや尊厳を高め、

意欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支えが必

要となった時には、周囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のあ

る超高齢社会を実現させていく必要がある。 

さらに、少子高齢化に伴う人口縮減に対応するためには、人材が財産である

我が国においては、今まで以上に高齢者のみならず、若年者、女性の就業の向

上や職業能力開発の推進等により、国民一人ひとりの意欲と能力が最大限に発

揮できるような全世代で支え合える社会を構築することが必要である。 

このため、高齢社会対策基本法（以下「法」という。）第 6 条の規定に基づ

き、政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として、この大

綱を定める。 
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２ 基本的考え方 

高齢社会対策は、法第 2 条に掲げる次のような社会が構築されることを基本

理念として行う。 

①  国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が

確保される公正で活力ある社会 

②  国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社

会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会 

③  国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな

社会 

   これらの社会の構築に向け、以下に掲げる 6 つの基本的考え方に則り、高

齢社会対策を進める。 

 

(1) 「高齢者」の捉え方の意識改革 

高齢者の健康や経済的な状況は多様であるにもかかわらず、一律に「支えら

れる」人であるという認識と実態との乖離をなくし、高齢者の意欲や能力を活

かす上での阻害要因を排除するために、高齢者に対する国民の意識改革を図る

必要がある。 

また、1947 年から 1949 年に生まれ、社会に対して多大な影響を与え得る

世代であると考えられる団塊の世代が 2012 年から 65 歳となり、2012 年から

2014 年に 65 歳以上の者の人口が毎年 100 万人ずつ増加するなど高齢者層の

大きな比重を占めることになる。このため、これまでに作られてきた「高齢者」

像に一層の変化が見込まれることから、意識改革の重要性は増している。この

ため、高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、「支えが必要な人」とい

う高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある 65 歳以上の者には支える側

に回ってもらうよう、国民の意識改革を図るものとする。 
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 (2) 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立 

社会保障制度の設計に当たっては、国民の自立を支え、安心して生活ができ

る社会基盤を整備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復

元と強化を図るため、自助・共助・公助の最適バランスに留意し、自立を家族、

国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援することとする。 

また、格差の拡大等に対応し、所得の再分配機能の強化や子ども・子育て支

援の充実を通じて、全世代にわたる安心の確保を図るとともに、社会保障の機

能の充実と給付の重点化、制度運営の効率化を同時に行い、税金や社会保険料

を納付する者の立場に立って負担の増大を抑制する。これらを通じ、国民一人

ひとりの安心感を高め、持続可能な社会保障制度の構築を図るものとする。そ

の際、年齢や性別に関係なく、全ての人が社会保障の支え手であると同時に、

社会保障の受益者であることを実感できる制度を確立する。 

 

(3) 高齢者の意欲と能力の活用 

高齢期における個々の労働者の意欲・体力等には個人差があり、家庭の状況

等も異なることから、雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化している。

意欲と能力のある高齢者の、活躍したいという意欲を活かし、年齢にかかわり

なく働くことができる社会を目指すために、多様なニーズに応じた柔軟な働き

方が可能となる環境整備を図るものとする。 

また、生きがいや自己実現を図ることができるようにするため、様々な生き

方を可能とする新しい活躍の場の創出など社会参加の機会の確保を推進する

ことで、高齢者の「居場所」と「出番」をつくる。 

さらに、今後、高齢者の意欲と能力が最大限発揮されるためには、高齢者の

ニーズを踏まえたサービスや商品開発の促進により、高齢者の消費を活性化し、
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需要面から高齢化に対応した産業や雇用の拡大支援を図るものとする。 

 

(4) 地域力の強化と安定的な地域社会の実現 

地域とのつながりが希薄化している中で、高齢者の社会的な孤立を防止する

ためには、地域のコミュニティの再構築を図る必要がある。また、介護の面に

おいても、高齢化が進展する中で核家族化等の世帯構造の変化に伴い、家庭内

で介護者の負担が増加しないように介護を行う家族を支えるという点から、地

域のつながりの構築を図るものとする。地域のコミュニティの再構築に当たっ

ては、地縁を中心とした地域でのつながりや今後の超高齢社会において高齢者

の活気ある新しいライフスタイルを創造するために、地縁や血縁にとらわれな

い新しい形のつながりも含め、地域の人々、友人、世代や性別を超えた人々と

の間の「顔の見える」助け合いにより行われる「互助」の再構築に向けた取組

を推進するものとする。また、地域における高齢者やその家族の孤立化を防止

するためにも、いわゆる社会的に支援を必要とする人々に対し、社会とのつな

がりを失わせないような取組を推進していくものとする。さらに、高齢者が安

心して生活するためには、高齢者本人及びその家族にとって、必要な時に必要

な医療や介護が受けられる環境が整備されているという安心感を醸成し、地域

で尊厳を持って生きられるような、医療・介護の体制の構築を進める必要があ

る。 

 

(5) 安全・安心な生活環境の実現 

高齢者にとって、日常の買い物、病院への通院等、地域での生活に支障が生

じないような環境を整備する必要があり、それを可能とするバリアフリーなど

を十分に進める。あわせて、子育て世代が住みやすく、高齢者が自立して健康、

安全、快適に生活できるような、医療や介護、職場、住宅が近接した集約型の
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まちづくりを推進し、高齢者向け住宅の供給促進や、地域の公共交通システム

の整備等に取り組む。また、高齢者を犯罪、消費者トラブル等から守り、高齢

者の安全・安心を確保する社会の仕組みを構築するために、地域で孤立させな

いためのコミュニケーションの促進が重要である。このため、高齢者が容易に

情報を入手できるように、高齢者にも利用しやすい情報システムを開発し、高

齢者のコミュニケーションの場を設ける必要がある。 

 

(6) 若年期からの「人生 90 年時代」への備えと世代循環の実現 

高齢期を健康でいきいきと過ごすためには、若い頃からの健康管理、健康づ

くりへの取組や生涯学習や自己啓発の取組が重要である。また、男性にとって

も女性にとっても、仕事時間と育児や介護、自己啓発、地域活動等の生活時間

の多様でバランスのとれた組み合わせの選択を可能にする、仕事と生活の調和

(ワーク・ライフ・バランス)の推進を図るものとする。また、高齢期における

経済的自立という観点からは、就労期に実物資産や金融資産等のストックを適

正に積み上げ、引退後はそれらの資産を活用して最後まで安心して生活できる

経済設計を可能とする取組を図るものとする。あわせて、高齢者の築き上げた

資産を次世代が適切に継承できるよう、社会に還流できる仕組みの構築を図る

ものとする。 

なお、非正規雇用の労働者は正規雇用の労働者と比べ、教育訓練の機会が 

少ないため職業能力の形成が困難であり、かつ雇用が不安定で、相対的に低賃

金であるなど、資産形成が困難であるため、非正規雇用の労働者に対しては、

雇用の安定や処遇の改善に向けて、社会全体で取り組むことが重要である。  
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第 2 分野別の基本的施策 

 上記の高齢社会対策の推進の基本的考え方を踏まえ、就業・年金等分野、健

康・介護・医療等分野、社会参加・学習等分野、生活環境等分野、高齢社会に

対応した市場の活性化と調査研究推進、全世代が参画する超高齢社会に対応し

た基盤構築の６つの分野別の基本的施策に関する中期にわたる指針を次のとお

り定め、これに沿って施策の展開を図るものとする。 

１ 就業・年金等分野に係る基本的施策 

少子高齢化が急速に進展し労働力人口が減少する中、経済社会の活力を維持

するため、意欲と能力のある高齢者がその知識と経験をいかして、65 歳以上

であっても経済社会の重要な支え手、担い手として活躍することができるよう

な社会を目指す。      

現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望

者全員がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働けるよう、定年の引上げや継続

雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図ると同時に、年齢にかかわり

なく働くことができる社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備を図る。 

勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全

期間を通じて能力を有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働

時間の短縮、育児・介護休業制度の普及などの施策を推進する。 

職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公

的年金を中心とし、これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個

人年金等の個人資産を適切に組み合わせて、その確保を図る。 

 

(1) 全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進  

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組 

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、国民各層の意見を幅広
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く聴きながら、当該社会の在り方やそのための条件整備について検討する

など、社会的な気運の醸成を図る。併せて、労働者自身による中高年期か

らの高齢期を見据えた職業能力開発等、高齢者の多様な就業ニーズに対応

した雇用・就業機会の確保等の環境整備を進める。 

また、労働者の募集及び採用に関しての年齢制限の禁止について、民

間の職業紹介事業者の協力を得つつ、公共職業安定所が主体となって年

齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう引き続き事業主に対する啓

発・指導を行う。 

イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保 

高齢期は、個々の労働者の健康・意欲・体力等に個人差があり、雇用就

業形態や労働時間等についてのニーズが多様化することから、多様な雇

用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことにより雇用・就業機会の確保

を図る。 

特に、退職後に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等

に対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センタ

ー事業を推進する。 

その他、労働者が様々な変化に対応しつつキャリア形成を行い、高齢期

に至るまで職業生活の充実を図ることができるよう、必要な情報を提供す

るとともに、事業主による援助を促進する。 

ウ 高齢者等の再就職の援助・促進 

定年、解雇等により離職する高齢者等が可能な限り早期かつ円滑に再就

職できるよう、事業主に対し、再就職援助措置による在職中からの再就職

の援助及び職業能力開発等について指導・援助を行うとともに、離職予定

者に対し、的確な職業相談及び職業紹介を行う。 

離職した高齢者等については、失業期間中の生活の安定を図るため雇用

保険を支給しつつ、その早期再就職が可能となるよう、効果的な職業相談
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及び職業紹介を行うほか、職業能力開発、求人開拓、雇用情報提供等を実

施する。 

 エ 起業の支援 

自らの職業経験を活用すること等により、高齢者が事業を創出し、継続

的な就業機会の確保ができるよう、起業の意欲を有する高齢者に対して、

起業に伴う各種手続等の相談や資金調達等の支援を行う。 

   オ 知識、経験を活用した 65 歳までの雇用の確保 

事業主に対して定年の引上げ、継続雇用制度等の雇用確保措置の導入等

について指導を行うとともに、現在の年金制度に基づく公的年金の支給開

始年齢の引上げ等を踏まえ、無年金・無収入者が生じることのないよう雇

用と年金を確実に接続させ、希望者全員がその意欲と能力に応じて 65 歳

まで働けるよう、安定的な雇用の確保を図る。 

あわせて、職業能力の開発及び向上、賃金・人事処遇制度の見直し、そ

の他諸条件の整備に係る相談・援助などを実施するとともに、高齢者の雇

用に関する各種助成金制度や給付制度等の有効な活用を図る。 

加齢に伴う心身機能の変化を考慮して、労働災害防止対策、働きやすい

快適な職場づくり及び健康確保対策を推進する。 

 

(2) 勤労者の生涯を通じた能力の発揮 

ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発 

職業生涯の長期化や働き方の多様化等が進む中、勤労者が職業生活の全

期間を通じてその能力を発揮できるようにするために、勤労者の段階的・

体系的な職業能力の開発・向上を促進し、ひいては人材の育成・確保や労

働生産性の向上につなげる。 

このため、職業訓練の実施や能力本位の労働市場の形成を支援するのみ

ならず、個々人にあった職業生涯を通じたキャリア形成支援を推進する。 
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イ ゆとりある職業生活の実現等 

労働時間等に関する事項について、高齢者を含めたすべての労働者の健

康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善し、仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図る。 

具体的には、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の短縮に引き続

き重点を置いて、労使の自主的な取組を積極的に促進する。 

さらに、子の養育や家族の介護を行う労働者、自発的な職業能力開発を

図る労働者、ボランティア活動や地域活動等を行う労働者など、特に配慮

が必要な労働者に対する特別な休暇の普及等について労使の取組を推進す

る。 

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進 

育児休業、介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくり、育児

や介護をしながら働き続けやすい環境の整備などを進め、仕事と育児・介

護とを両立することができる雇用・就業環境の整備を図る。 

エ 多様な勤務形態の環境整備 

パートタイム労働や派遣労働など多様な働き方を選択できる環境を整備

する。また、様々な働き方を希望する高齢者の就業機会の創出等に資する、

情報通信技術を活用した場所と時間にとらわれない柔軟な働き方であるテ

レワークの一層の普及拡大を図る。 

 

（3）公的年金制度の安定的運営 

  ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立 

公的年金制度は、老後の生活を支える柱であり、長期にわたり、多くの

国民の生活に影響を与えるものである。制度安定化のため、「公的年金制度

の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正

する法律」により、基礎年金国庫負担２分の１を恒久化した。 
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また、「社会保障・税一体改革大綱」（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）で

は、「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせからなる一つの公的

年金制度にすべての人が加入する新しい年金制度の創設について、国民的

な合意に向けた議論や環境整備を進め、引き続き実現に取り組む旨等が盛

り込まれた。 

さらに、社会保障制度改革推進法では、「今後の公的年金制度については、

財政の現況及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検

討し、結論を得る」とされたところであり、政府としては、同法の規定に

則し、高齢化が急速に進行する中で、年金制度が高齢期の生活の基本部分

を確実に支えるという機能を将来にわたって担っていくことができるよう、

国民年金制度の今後のあり方、公的年金制度における最低保障機能のあり

方などの課題について、様々な意見をもとに幅広く議論し、国民的な合意

を得て必要な改革を行い、持続可能で安心できる制度の確立を図る。 

  イ 低年金・無年金問題への対応 

わが国の人口構成や産業構造が大きく変化する中で、国民年金の加入者

に非正規労働者が増えた結果、不安定な雇用者に対する将来の年金保障が

十分なものになっていないという問題や、保険料の負担増により未納・未

加入問題が加速し、将来の無年金・低年金が増加する懸念があるといった

問題が発生している。このような問題に対応し、「公的年金制度の財政基盤

及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」

の附則で法制上の措置を講ずることとされている「低所得高齢者等への福

祉的給付」など、低年金・無年金者問題に対応するための施策に取り組む。 

  ウ 働き方やライフコースの選択に中立的な年金制度の構築 

人口構成や雇用形態、家族形態や地域のありかたが大きく変化する中で、

出産・子育てを含めた多様な生き方や働き方に中立的な制度を目指し、短

時間労働者に対する厚生年金の適用拡大や第３号被保険者制度の見直しな
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ど働き方やライフコースの選択に中立的な年金制度の構築に向け、検討を

行う。 

   エ 年金記録問題への対応・業務運営の効率化 

年金記録問題への対応を｢国家プロジェクト｣として位置づけ、平成 25

年度までにできる限りの取組を進めているところであり、今後年金記録問

題を発生させないため、再発防止策に取り組む。 

また、国民年金保険料の納付率の向上を図るため、未納者の属性に応じ、

保険料免除の勧奨や強制徴収の強化など、収納対策を一層徹底するととも

に、年金制度を運用するための業務処理体制やシステムを改善する。 

 

(4) 自助努力による高齢期の所得確保への支援 

   ア 企業年金制度等の整備 

企業年金制度等は公的年金の上乗せの年金制度として、公的年金を補完

し、国民の多様なニーズに応じた自助努力による老後の所得確保を支援す

るものとして重要な役割を担っている。資産運用の手法が多様化・複雑化

し、金融市場の変動幅も大きくなってきている状況を踏まえ、時代に即し

た厚生年金基金等の資産運用と財政運営の在り方を検討するとともに、企

業年金制度等の普及促進を図る。 

   イ 退職金制度の改善 

高齢化が進展する中、退職金制度が老後の所得保障として果たす役割は

依然として大きいことにかんがみ、退職金の保全を図る等の観点から、社

外積立型の制度の導入等を促進する。さらに、引き続き中小企業における

退職金制度の普及促進を図る。 

   ウ 高齢期に備える資産形成等の促進 

ゆとりある高齢期の生活に資するため、勤労者の在職中からの計画的な

財産形成を引き続き促進する。 
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また、判断能力が不十分な高齢者の安全な財産管理の支援に資する成年

後見制度の周知を図る。 
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２ 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 

我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会

環境の改善を通じて、全ての国民が共に支え合いながら希望や生き甲斐を持ち、

高齢期に至っても、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、長寿

を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりを総合的に推進する。 

高齢者介護については、介護を国民皆で支え合う仕組みとして創設された介

護保険制度の着実な実施を図る。また、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするため、

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提供される「地域包

括ケアシステム」の確立を目指す。加えて今後急速に増加することが予想され

る認知症を有する人が地域において自立した生活を継続できるよう支援体制

の整備を更に推進する。 

また、今後も高齢化の進展等で医療費の増加が見込まれる中、引き続き安心

して良質な医療を受けることができるよう、人口構造の変化に対応できる持続

可能な医療保険制度を構築する。 

   

(1) 健康づくりの総合的推進  

   ア 生涯にわたる健康づくりの推進 

「健康日本 21（第 2 次）」を踏まえ、栄養・食生活、身体活動・運動、

休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の改善に若年期から取り組むことにより、

健康を増進し、疾病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を推進す

るとともに、合併症の発症や症状の進展等の「重症化予防」に重点を置い

た対策を推進する。 

また、個人による選択を基本とした、国民の主体的な健康づくりを支援

するため、十分かつ的確な情報を提供する。また、性別、年齢等の差異を
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踏まえ、科学的根拠に基づいた目標を設定し、目標を達成するための活動

の成果を適切に評価して、その後の健康づくりに反映させる。 

さらに、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、地域に根ざし

た住民の生活に密着した社会関係資本（ソーシャルキャピタル）等の地域

資源の活用が維持されるよう、その核となる人材の育成に努めるとともに、

健康づくりに関連する関係機関、民間団体等が相互に連携して健康増進の

取組を推進する体制を整備する。さらには、企業における健康の保持増進

に係る措置など勤労者の健康管理等の実施を促進することはもとより、学

校保健との連携などライフステージを通じた取組を推進する。 

あわせて、生活習慣病の予防対策として、医療保険者による特定健康診

査・特定保健指導の実施率の向上など、各般の健診に関する取組を進めて

いく。 

また、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間

断ない食育を推進し、「生涯食育社会」の構築を目指す。そのため、国は、

一人ひとりの国民が自ら食育に関する取組が実践できるように、情報提供

する等適切な施策を推進する。 

その際には、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高

齢化等により、健全な食生活を実現することが困難な立場にある者にも十

分配慮し、NPO などの新しい公共との連携や、協働等を含めた支援施策

も講じつつ、食育を推進する。 

   イ 健康づくりの施設の整備等 

生涯にわたる健康づくりに資するため、地域における健康づくりに関連

した施設の整備等を推進するとともに、自然とのふれあいの中で健康づく

りができるよう、必要な施設等の整備等を推進する。あわせて、健康づく

りに関する活動に自発的に取り組む企業、民間団体等との連携や健康づく

りの支援の役割を担う人材の確保及び育成等を図る。 
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ウ 介護予防の推進 

高齢者の自立支援と生活の質の向上のために、疾病予防、介護予防やリ

ハビリテーションにさらに取り組むとともに、高齢者の地域活動への参加

を促し、地域活動の担い手としての役割を果たすことができる地域社会の

構築により介護予防の取組を推進する。 

 

 （2）介護保険制度の着実な実施 

介護を国民皆で支え合うことにより要介護高齢者等の自立を支援する制

度として創設された介護保険制度の着実な実施を図る。また、その実施状況

を踏まえ、運用面において必要な改善を行うこと等により、制度の定着を図

る。 

また、介護保険の関連施策として、高齢者の生活支援等の施策の充実を図

る。 

 

 （3）介護サービスの充実 

   ア 必要な介護サービスの確保 

地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、要介護高齢

者の需要に応じた良質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めるとと

もに、地域住民が可能な限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続的・

一体的に受けることのできる体制（地域包括ケアシステム）の実現を目指

す。 

このため、訪問介護員、介護福祉士等の人材の養成確保を図るほか、24

時間対応の定期巡回・随時対応サービス等の在宅サービスの充実や、認知

症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、老人保健施設などの

介護基盤やサービス付きの高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備な
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どを進める。 

また、福祉用具・住宅改修の適切な普及・活用の促進を図る。 

あわせて、介護労働者の雇用管理の改善、公共職業安定所及び民間によ  

る労働力需給調整機能の向上などを図る。 

   イ 介護サービスの質の向上 

高齢者介護サービスを担う介護支援専門員、訪問介護員、介護福祉士等

の資質の向上を図るとともに、利用者が介護サービスを適切に選択し、良

質なサービスを利用できるよう、情報通信等を活用した事業者の情報公開

等を進める。 

また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、特別養護老人ホームの個室

ユニット化を進めるとともに、介護従事者等による高齢者虐待の防止に向

けた取組を推進する。 

ウ  認知症高齢者支援施策の推進 

今後急増が見込まれる認知症高齢者に対する支援を図るため、標準的な

認知症ケアパスの作成・普及、早期診断・早期対応を行う体制の整備、地

域での生活を支える医療・介護サービスの構築を進めるとともに、地域で

の日常生活・家族の支援の強化を行う。また、医療・介護サービスを担う

人材の育成を行う。こうした施策の推進により、認知症高齢者ができる限

り住み慣れた地域のよい環境で生活できるような体制づくりを推進する。 

 

 (4) 高齢者医療制度の改革 

   ア 高齢者医療制度の見直し 

平成20年度から75歳以上の高齢者等を対象とする後期高齢者医療制度

が施行されたが、よりよい制度を目指す観点から、平成 22 年 12 月、厚生

労働大臣主宰の高齢者医療制度改革会議で制度の見直しについてとりま

とめが行われ、「社会保障・税一体改革大綱」（平成 24 年２月 17 日閣議決
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定）では、このとりまとめ等を踏まえ、関係者の理解を得た上で、後期高

齢者医療制度廃止に向けた見直しを行う旨等が盛り込まれた。 

社会保障制度改革推進法では、「今後の高齢者医療制度については、状

況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議において検討し、

結論を得る」とされたところであり、政府としては、同法の規定に則し、

高齢者医療制度の見直しを国民健康保険の広域化とともに進めていく。 

   イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供 

住み慣れた生活の場において、可能な限り安心して自分らしい生活を送

ることができるよう、在宅医療を担う医療機関等の役割の充実・強化を図

り、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を推進す

る。 

 

(5) 住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進  

  ア 地域の支え合いによる生活支援の推進 

一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域において、社会から孤立するこ

となく継続して安心した生活を営むことができるような体制整備を推進

するため、民生委員、ボランティア、民間事業者等と行政との連携により、

支援が必要な高齢者等の地域生活を支えるための地域づくりを進める各

種施策を推進していく。 

イ 地域福祉計画の策定の支援 

地域住民が主体となって、住民相互の支え合いの仕組み作りを促進でき

るよう、福祉サービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全な発達、地域

福祉活動への住民参加の促進、要援護者に係る情報の把握・共有・安否確

認等の方法等を盛り込んだ地方公共団体による地域福祉計画の策定を推

進していく。このため、先進的で優れた事例を収集して地方公共団体に情

報提供を強化するとともに、当該計画を未策定の市町村に対しては、都道

府県と連携しながら策定をより一層促していく。  
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３ 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 

高齢社会においては、価値観が多様化する中で、社会参加活動や学習活動を

通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められるとともに、社会の変

化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされる。      

このため、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うこ

とができるよう、学校や社会における多様な学習機会の提供を図るとともに、

その成果の適切な評価の促進を図る。               

また、高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の

重要な一員として、生きがいを持って活躍したり、学習成果を活かしたりでき

るよう、ボランティア活動を始めとする高齢者の社会参加活動を促進するとと

もに、高齢者が自由時間を有効に活用し、充実して過ごせる条件の整備を図る。 

さらに、ボランティア組織や NPO 等における社会参加の機会は、自己実現

への欲求及び地域社会への参加意欲を充足させるとともに、福祉に厚みを加え

るなど地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間交流や

相互扶助の意識を醸成するものである。このため、高齢者を含めた市民や NPO

等が主体となって公的サービスを提供する「新しい公共」を推進する。 

 

(1) 社会参加活動の促進 

   ア 高齢者の社会参加活動の促進 

活力ある地域社会の形成を図るとともに、高齢者が年齢や性別にとらわ

れることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持

って活躍したり、学習成果を活かしたりできるよう、高齢者の社会参加活

動を促進する。 

このため、情報通信技術等も活用して、高齢者の情報取得の支援を行う

とともに、学校教育支援・子育て支援などの高齢者が活躍できる場の充実
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等を通じて、高齢者と若い世代との交流の機会を確保し、ボランティア活

動を始めとする高齢者の自主的な社会参加活動を支援する。そのほか、高

齢者の社会参加活動に関する広報・啓発、情報提供・相談体制の整備、指

導者養成などを図る。 

また、高齢者等の能力を広く海外において活用するため、高齢者、退職

者等の専門的知識・技術を海外技術協力等に活用した事業を推進する。 

さらに、高齢者の利用に配慮した余暇関連施設の整備、既存施設の有効

活用、利用情報の提供、字幕放送等の充実などにより、高齢者がレクリエ

ーション、観光、趣味、文化活動等で充実した時間を過ごせる条件を整備

する。 

   イ 「新しい公共」の担い手の活動環境の整備 

高齢者は経済的な側面だけではなく、生きがいや社会参加を重視してい

ることも多いため、雇用にこだわらない社会参加の機会の確保を推進して

いく。このため、高齢者を含めた国民が積極的に「公」に参画する社会を

再構築する「新しい公共」を推進する。「新しい公共」の担い手は、特定

非営利活動法人、ボランティア団体等のほか、自治会など地域に根付く昔

ながらの組織も含め、公共的な財・サービスを提供し、地域の人々に社会

参加の機会を創出する様々な主体である。こうした担い手の活動環境を整

備するため、寄附税制や改正特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知等

を促す。また、震災復興にも重要な役割を果たす「新しい公共」の担い手

による自立的活動の広がりを後押しする。 

 

（2）学習活動の促進 

   ア 学習機会の体系的な提供と基盤の整備 

生涯学習社会の形成を目指し、多様な学習機会を体系的に提供するため、

社会教育施設、高等教育機関等の関係機関及び民間団体等との連携を図り
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つつ、生涯学習を総合的に推進する体制を整備することとし、地域におけ

る連携を図るための会議の開催、総合的推進に必要な基本計画等の策定な

どを推進する。 

また、多様な学習機会の提供に係る基盤の整備として、生涯学習に関す

る普及・啓発、情報提供・相談体制の充実、指導者の確保及び資質の向上

を図るとともに、学習成果の適切な評価の促進を図る。 

   イ 学校における多様な学習機会の提供 

初等中等教育機関においては、地域等との連携を図りつつ、ボランティ

ア活動など社会奉仕体験活動等による高齢者との交流等を通じて、介護・

福祉などの高齢社会に関する課題や高齢者に対する理解を深める。あわせ

て、学校教育全体を通じて、生涯にわたって自ら学び、社会に参画するた

めの基盤となる能力や態度を養う。 

また、大学等の高等教育機関においては、高齢者を含めた社会人に対す

る多様な学び直しの機会の提供を図るため、社会人入試の実施、通信制大

学・大学院の設置、公開講座、科目等履修生制度や履修証明制度の活用な

どに取り組むとともに、専修学校の実践的な職業訓練における単位制・通

信制の制度を活用した取組の支援、放送大学の学習環境の整備・充実を図

る。 

さらに、地域住民を対象とする開放講座の開催、余裕教室を活用した社

会教育の実施など学校の教育機能や施設の開放を促進する。 

   ウ 社会における多様な学習機会の提供 

多様化・高度化する国民の学習ニーズに対応するため、民間事業者の健

全な発展の促進を図るとともに、先進的な学習プログラムの開発の促進や

公民館等の社会教育施設における多様な学習機会の提供、公民館等を中心

とした地域におけるネットワーク形成の推進等により社会教育の充実を

図る。そのほか、美術館等における文化活動の推進、スポーツの振興、自
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然とのふれあいなどにより、情報通信技術も活用しつつ、生涯にわたる多

様な学習機会の提供を図る。 

   エ 勤労者の学習活動の支援 

生涯学習社会を形成するためには、勤労者が学習活動に参加しやすい条

件を整備することが必要であり、有給教育訓練休暇制度の普及促進などを

図るとともに、教育訓練給付制度の活用などにより自発的に職業能力の開

発・向上に取り組む勤労者個人を直接支援する施策を推進する。 
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４ 生活環境等分野に係る基本的施策 

住宅は生活の基盤となるものであり、生涯を通じて豊かで安定した住生活の

確保を図っていく必要がある。このため、将来にわたり活用される良質な住宅

の供給を促進し、併せて、それらが適切に評価、循環利用される環境を整備す

ることを通じ、高齢者が保有する住宅の資産価値を高め、高齢期の経済的自立

に資するとともに、その資産の次世代への適切な継承を図る。さらに、高齢者

の居住の安定確保に向け、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を目

指す。 

高齢者等全ての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交

通機関、まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境

の整備を推進するとともに、子育て世代が住みやすく、高齢者が自立して健康、

安全、快適に生活できるような、医療や介護、職場、住宅が近接した集約型の

まちづくりを推進するものとし、高齢者向け住宅の供給促進や、地域の公共交

通システムの整備等に取り組む。 

また、関係機関の効果的な連携の下に、地域住民の協力を得て、交通事故、

犯罪、災害等から高齢者を守り、特に一人暮らしや障害を持つ高齢者が安全に

かつ安心して生活できる環境の形成を図る。 

さらに、快適な都市環境の形成のために水と緑の創出等を図るとともに、活

力ある農山漁村の再生のため、高齢化の状況や社会的･経済的特性に配慮しつ

つ、生活環境の整備等を推進する。 

 

(1) 豊かで安定した住生活の確保 

   ア 次世代へ継承可能な良質な住宅の供給促進 

高齢者等すべての人にとって安全・安心で豊かな住生活を支える生活環

境の構築に向け、住宅の安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効
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率性その他の住宅の品質又は性能の維持及び向上により、良質な住宅スト

ックの形成を図る。また、若年期からの持家の計画的な取得への支援等を

引き続き推進する。 

   イ 循環型の住宅市場の実現 

良質な既存住宅の資産価値が適正に評価され、その流通が円滑に行われ

るとともに、国民の居住ニーズと住宅ストックのミスマッチが解消される

循環型の住宅市場の実現を目指し、建物検査・保証、住宅履歴情報の普及

促進等を行うことで、中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進める。 

また、高齢者が有する比較的広い住宅を、子育て世帯等向けの賃貸住宅

として活用するための住み替えを支援する。 

   ウ 高齢者の居住の安定確保 

高齢者が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができる

よう、サービス付きの高齢者向け住宅の供給等により、住宅のバリアフリ

ー化や見守り支援等のハード・ソフト両面の取組を促進する。また、民間

事業者等との協働により、公的賃貸住宅団地等の改修・建替えに併せた福

祉施設等の設置を促進する。 

さらに、高齢者が、その特性に応じて適切な住宅を確保できるよう、公

的賃貸住宅の供給を促進するとともに、民間賃貸住宅への円滑な入居を促

進するため、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、居住

支援を行う団体等から構成される居住支援協議会に対する支援を行い、民

間賃貸住宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備等を図る。 

 

（2）ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 

   ア 高齢者に配慮したまちづくりの総合的推進 

高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅

から交通機関、まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリア
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フリー環境の整備を推進するとともに、地方都市や大都市周辺部において、

地域における包括的なケア、子育て支援、買い物、教育等の日常的な生活

サービスが距離的・時間的に近接したエリアを形成（「医職住」の近接化）

するとともに、都市機能の相互補完を促進することにより、サービスの水

準の維持・向上を図り、持続可能な地域社会を再構築する。 

また、超小型モビリティ等、先端技術等を活用し、高齢者や子育て世代

等の住生活や移動を支援する機器等の開発導入を促進するとともに、新し

い交通システムの普及に向けた取組を図る。 

   イ  公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間の形成、道路交通環境の整 

備 

駅等の旅客施設における段差解消等高齢者を含むすべての人の利用に

配慮した施設･車両の整備の促進などにより公共交通機関のバリアフリー

化を図る。 

また、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路等において、幅の広い歩道等

の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化等により歩行空間のユ

ニバーサルデザインを推進する。 

さらに、高齢者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る

観点から、限られた道路空間を有効活用する再配分の推進等により安全で

安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図ると

ともに、高齢者が道路を安全に横断でき、また、安心して自動車を運転し

外出できるよう、バリアフリー対応型の信号機の整備、道路標識の高輝度

化・大型化の推進等の道路交通環境の整備を進める。 

   ウ 建築物・公共施設等の改善 

病院、劇場等の公共性の高い建築物のバリアフリー化の推進を図るとと

もに、窓口業務を持つ官庁施設等を高齢者はもとより、すべての人の利用

に配慮した仕様とすることを推進する。 
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(3) 交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 

ア 交通安全の確保 

高齢者の交通事故の防止を図るため、高齢者に配慮した交通安全施設等

の整備や参加・体験・実践型の交通安全教育の推進、高齢ドライバーを対

象とした、講習予備検査及び高齢者講習の実施、運転免許証を返納した者

の支援のための取組の促進、高齢者交通安全教育指導員（シルバーリーダ

ー）の養成、各種の普及啓発活動の推進等により、高齢者への交通安全意

識の普及徹底、高齢者の交通事故の防止を図る。 

また、歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者に占める高齢者の割合が

高いことを踏まえ、高齢者、歩行者、自転車事故の削減に向けて、歩行者、

自転車事故が多発する交差点等での対策の重点化や、歩行者、自転車、自

動車が適切に分離された空間の整備を図るとともに、高齢化に対応した車

両等への対応を図る。 

 

   イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護 

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等の高齢者が被害に遭いやすい犯

罪、認知症等によるはいかいに伴う危険、人権侵害、悪質商法等から高齢

者を保護するため、各種施策を推進する。 

特に、要介護等の高齢者に対する家庭や施設における虐待等の人権侵害

については、高齢者の人権に関する啓発、人権相談及び人権侵犯事件の調

査・処理を通じ、その予防及び被害の救済に努める。 

   ウ 防災施策の推進 

災害については、高齢者など災害時要援護者が大きな被害を受けやすい

ことを踏まえ、その避難支援対策については、災害時要援護者名簿等の策

定状況を把握しつつ、その取組を促進する等、防災施策の推進を図る。 
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(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成 

   ア 快適な都市環境の形成 

誰もが身近に自然にふれあえる快適な都市環境の形成を図るため、都市

公園等の計画的な整備を行うとともに、高齢者の憩いと交流の場ともなる

親しみやすい水辺空間の整備等を行う。 

また、福祉・医療施設の市街地における適正な立地の計画的誘導、公園

等との一体的整備を進めるとともに、施設周辺の基盤の整備を図るなど、

福祉施策と連携したまちづくりを推進する。 

   イ 活力ある農山漁村の再生 

活力ある農山漁村の再生を図るため、意欲ある多様な農林漁業者の育

成・確保を推進することはもとより、高齢者が農林水産業等の生産活動、

地域社会活動等で能力を十分に発揮できる条件を整備するとともに、高齢

者が安心して快適に暮らせるよう、地域特性を踏まえた生活環境の整備を

推進する。さらに、活力ある開かれた地域社会を形成する観点から、都市

と農山漁村との間の共生と交流を促進する。 
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５ 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策  

高齢者が健康で活躍しやすい環境づくりのために、高齢者に優しく、ニーズ

に合致した機器やサービスの開発を支援することで、高齢者向け市場を活性化

させ、高齢者の消費を高めるとともに、高齢化に対応した産業の強化等を通じ

て高齢者が生活の質を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送ることができるよ

うな環境を形成する。 

また、科学技術の研究開発とその活用は、高齢化に伴う課題の解決に大きく

寄与するものであることから、高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する調査

研究、高齢者の利用に配慮した福祉用具、生活用品、情報通信機器等の研究開

発など各種の調査研究等を推進するとともに、そのために必要な基盤の整備を

図る。 

 

(1) 高齢者向け市場の開拓と活性化  

   ア 医療・介護・健康関連産業の強化 

高齢社会において高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関 

連産業を日本の成長牽引産業として明確に位置付けるとともに、民間事業

者等の新たなサービス主体の参入も促進し、安全の確保や質の向上を図り

ながら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。医

療・介護機関と民間サービス事業者等の連携によるサービス提供を通じ、

サービスの有効性や安全性、持続可能性等を担保する仕組みの構築を行う。

さらに、こうしたサービスが自立的に創出・提供がなされるよう、多様な

機能を有する異業種の連携等により、新たに医療・介護周辺のサービスを

立ち上げる医療機関、事業者等を支援する。 
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   イ 不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化 

高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむた

めの支出を行えるように医療・介護サービスの基盤を強化する。 

そのため、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医

療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を見直す。   

また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、在宅サービス

の充実や介護基盤の整備などを進め、質の高い医療・介護サービスを安定

的に提供できる体制を整備する。 

   ウ 地域における高齢者の安心な暮らしの実現 

住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと考える高齢者は多く、地域主導に

よる地域医療の再生を図る。このため、医療・介護の連携と、情報通信技

術の活用による在宅での生活支援ツールの整備などを進め、そこに暮らす

高齢者が自らの希望するサービスを受けることができる社会を構築する。 

高齢者が安心して健康な生活が送れるようにすることで、生涯学習や、

教養・知識を吸収するための旅行など、新たなシニアサービスの需要を創

造するとともに、高齢者の起業や雇用につなげ、高齢者が有する技術・知

識等を次世代へ継承する好循環を可能とする環境を整備する。 

 

(2) 超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 

   ア 医療イノベーションの推進 

日本発の新たな医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現

するとともに、国際競争力強化による経済成長に貢献することを目指す

「医療イノベーション」について、「医療イノベーション 5 か年戦略」（平

成 24 年 6 月 6 日医療イノベーション会議）に基づき、具体的な取組を進

める。 
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   イ 高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する調査研究等 

認知症、がん等高齢期にかかりやすい疾患について、その病態や発症機

序解明等の研究とともに、ゲノム科学など先端科学技術の活用等による、

新たな医療技術・新薬の研究開発やその成果の臨床応用のための研究、こ

れらによる効果的な保健医療技術を確立するための研究等を推進する。 

また、老化に関する基礎研究とその成果の臨床応用のための研究や効果

的・効率的な介護等に関する研究、社会生活を営むための必要な機能の維

持を重視する観点から、生活習慣病の重症化予防に関する調査研究等健康

づくりに関する研究などを推進する。 

   ウ 高齢者の自立・支援等のための医療・リハビリ・介護関連機器等に関 

する研究開発 

高齢者の自立及び社会参加を支援するとともに、介護負担を軽減する観

点から、高齢者の特性等を踏まえつつ、ものづくり技術を活用した医療・

介護ロボット、身体機能の補完・回復等につながる福祉用具等の医療・リ

ハビリ・介護関連機器等の研究開発・実用化を推進する。 

   エ 情報通信の活用等に関する研究開発 

高齢者の生活の質の向上や介護者の負担軽減を図るため、情報通信技術

を活用した高齢者の身体機能を代償する技術及び自立支援や生活支援を

行う技術等について、ハード及びソフトの両面から研究開発を推進する。 

また、高齢者等の安全快適な移動に資する ITS（高度道路交通システム）

の研究開発及びサービス展開を実施する。 

   オ 高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究 

大綱の基本的考え方や高齢社会対策基本法に規定された分野別施策に

ついて国民の意識を把握するための調査や、政策課題を把握し、政策立案

に寄与するための調査を行う。  
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６  全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 

今後の超高齢社会に対応するために、高齢者のために対応が限定された社会

ではなく、高齢社会に暮らす子どもから高齢者まで、全ての世代の人々が安心

して幸せに暮らせる豊かな社会を構築する。そのために、高齢者のみならず、

世代間の交流を通じた若者や子育て世代とのつながりを醸成するとともに、若

年者や女性の能力を積極的に活用するなど、全ての世代が積極的に参画する社

会を構築するための施策を推進する。 

 

(1) 全員参加型社会の推進 

   ア 若年者雇用対策の推進 

若年者雇用については、若者の失業率が上昇し、新卒者の就職率が低下

するなど、厳しい状況が続いている。このため、「若者雇用戦略」（平成 24

年 6 月 12 日 雇用戦略対話合意）を踏まえ、学校等との連携による大学生

等に対する就職支援機能の強化、若者の採用・育成に積極的な中小企業等

を軸としたマッチング支援、就職氷河期世代も含めたフリーター等に対す

る正規雇用化支援の強化等、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働

き、その意欲や能力を十分に発揮できるよう、若年者に対する就職支援を

強力に推進する。 

   イ 雇用・就業における女性の能力発揮の推進 

雇用・就業において女性が能力を十分に伸長・発揮できるよう、男女の

均等な機会及び待遇の一層の確保を図るほか、企業における女性の活躍促

進状況の「見える化」の促進、メンター（女性社員の相談・サポートをす

る社員）、ロールモデル（キャリア形成での目標となる社員）の育成・支

援等を進め、格差解消に向けたポジティブ・アクションを促進するととも

に、女性のニーズに対応した職業紹介や職業訓練、農林漁業経営、６次産



31 
 

業化の取組等への女性の参画の促進、女性の起業支援、ネットワーク化な

どの施策を推進する。 

また、女性の就労を促進するため、社会における子育て支援の拡充、仕

事と家庭の両立支援対策を推進するとともに、雇用形態に中立的な社会保

障制度、税制の見直しを行う。 

   ウ 非正規雇用労働者対策の推進 

非正規雇用の労働者は、正規雇用の労働者と比べて、雇用が不安定、経

済的自立が困難、職業キャリアの形成が十分でないことや、非正規雇用に

固定化しやすい等の問題もあることから、将来に備えた資産形成が困難で

ある。このため、こうした問題に総合的に取り組み、一人ひとりの労働者

が希望する社会全体にとって望ましい働き方を実現するため、2012 年３

月に取りまとめた「望ましい働き方ビジョン」に基づき、非正規雇用の労

働者の正規雇用への転換の促進、公正な処遇の確保、職業キャリア形成の

支援等を推進する。 

   エ 子ども・子育て支援施策の総合的推進 

今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンである「子ど

も・子育てビジョン」（平成 22 年 1 月 29 日閣議決定）に基づき、具体的

な数値目標を掲げ、保育等の充実、母子保健医療の充実、ワーク・ライフ・

バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で支え合う環境づくりを推

進する。 

また、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進するため、認定こども園制度の改善の実施、認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付等の創設、各地域の保育需要に機動的に対応で

きる仕組みの導入及び地域の子ども・子育て支援の充実等を強力に進め、

より子どもを生み、育てやすい社会の構築を目指す。 
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第３ 推進体制等 

１ 推進体制 

高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢社会対策会議において、本大綱

のフォローアップ、国会への年次報告の案の作成等重要事項の審議等を行うも

のとする。  

 

２ 推進に当たっての留意事項 

高齢社会対策の推進に当たっては、以下の点に留意するものとする。 

(1) 内閣府、厚生労働省その他の地方公共団体を含む関係行政機関の間に緊密

な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を図ること。 

(2) 本大綱を実効性のあるものとするため、各分野において「数値目標」を示

し、施策の着実な推進を図るとともに、政策評価、情報公開等の推進により、

効率的かつ国民に信頼される施策を推進すること。 

(3) 「数値目標」とは、それぞれの重点分野において掲げる具体的施策を総合

的に実施することにより、政府全体で達成を目指す水準であり、数値目標に

係る項目に直接取り組む機関・団体等が、地方公共団体や民間団体等、政府

以外の場合には、政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に、政府とし

て達成を目指す水準として位置付けること。 

(4) 高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報の収集・分析を行うとともに、

これらの情報を国民に提供するために必要な体制の整備を図ること。 

(5) 高齢社会対策の推進について広く国民の意見の反映に努めるとともに、国

民の理解と協力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育を実施すること。  

 

３ 大綱の見直し 

本大綱については、政府の高齢社会対策の中長期的な指針としての性格にか
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んがみ、経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね 5 年を目途に必要があると

認めるときに、見直しを行うものとする。 
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年
度
)

介
護

職
員
数

14
9万

人
（
平

成
24

年
）

16
7 万

人
～
17

6 万
人

( 平
成
27

年
度
)

23
7 万

人
～
24

9 万
人

( 平
成
37

年
度
)

在
宅

医
療
等

（
１
日

あ
た
り
）

17
万
人
分

（
平

成
24

年
）

23
万

人
分

( 平
成
27

年
度
)

29
万

人
分

( 平
成
37

年
度
)

訪
問
看
護

（
１
日

あ
た
り
）

31
万
人
分

（
平

成
24

年
）

37
万

人
分

( 平
成
27

年
度
)

51
万

人
分

( 平
成
37

年
度
)
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高
齢

社
会

対
策

大
綱

数
値

目
標

（
案

）

分
類

項
目

現
状
（
直
近
の
値
）

（
参
考
）

中
間
目
標

数
値
目
標

３
．
社

会
参

加
・

学
習
等
分
野

に
係
る
基
本
的
施

策

大
学
へ
の
社
会
人
入
学
者
数

4.
6 万

人
（
推

計
値

）
（
平

成
23

年
度

（
一

部
、
平

成
20

年
度

）
）（

※
4 ）

6.
5 万

人
*

( 平
成
27

年
)

9 万
人
*

( 平
成
32

年
)

専
修
学
校
で
の
社
会
人
受
け
入
れ
総
数

約
10

.8
万
人

( 平
成
23

年
度
)

13
万

人
*

( 平
成
27

年
)

15
万

人
*

( 平
成
32

年
)

「
新

し
い
公

共
」
へ

の
参

加
割

合
の

拡
大

26
%

( 平
成
22

年
)

38
%

( 平
成
27

年
)

約
5 割

( 平
成
32

年
)

４
．
生

活
環

境
等

分
野

に
係

る
基

本
的
施
策

新
築
住
宅
に
お
け
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
割
合

8.
8%

（
※
5 ）

－
20

%
( 平

成
32

年
度

末
)

既
存
住
宅
の
流
通
シ
ェ
ア

（
既
存
住
宅
の
流
通
戸
数
の
新
築
を
含
め
た
全
流
通
戸
数
に
対
す

る
割
合
）

14
%

( 平
成
20

年
)

－
25

%
( 平

成
32

年
度

末
)

高
齢
者
人
口
に
対
す
る
高
齢
者
向
け
住
宅
の
割
合

0.
9%

( 平
成
17

年
)

2 ～
4%

( 平
成
27

年
)

3 ～
5%

( 平
成
32

年
度

末
)

一
定

の
旅

客
施

設
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

率
（
※
6 ）

①
78

%
( 平

成
22

年
度
末
)

②
92

%
( 同

上
)

③
75

%
( 同

上
)

－
①

約
10

0%
( 平

成
32

年
度

末
)

②
約
10

0%
( 同

上
)

③
約
10

0%
( 同

上
)

特
定

道
路

に
お
け
る
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化

率
（
※
7 ）

77
%

( 平
成
23

年
度
末
)

－
約
10

0%
( 平

成
32

年
度

末
)

都
市

公
園

に
お
け
る
園

路
及

び
広

場
、
駐

車
場

、
便

所
の

バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
率
（
※
8 ）

園
路
及
び
広
場
：
47

%
駐
車
場
：
39

%
便
所
：
32

%
( 平

成
22

年
度
末
)

－
園

路
及

び
広

場
：
約
60

%
駐

車
場

：
約
60

%
便

所
：
約
45

%
( 平

成
32

年
度

末
)

特
定

路
外

駐
車

場
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

率
（
※
9 ）

45
%

( 平
成
22

年
度
末
)

－
約
70

%
( 平

成
32

年
度

末
)

不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
一
定
の
建
築
物
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
率
（
※
10

）

48
%

( 平
成
22

年
度
末
)

－
約
60

%
( 平

成
32

年
度

末
)

車
両

等
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

率
（
※
11

）

①
50

( 平
成
22

年
度
)

②
36

％
( 同

上
)

③
3 ％

( 同
上
)

④
12

,2
56

台
( 同

上
)

⑤
18

％
( 同

上
)

⑥
81

％
( 同

上
)

－

①
約
70

％
( 平

成
32

年
度

末
)

②
約
70

％
( 同

上
)

③
約
25

％
( 同

上
)

④
約
28

,0
00

台
( 同

上
)

⑤
約
50

％
( 同

上
)

⑥
約
90

％
( 同

上
)
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高
齢

社
会

対
策

大
綱

数
値

目
標

（
案

）

分
類

項
目

現
状
（
直
近
の
値
）

（
参
考
）

中
間
目
標

数
値
目
標

５
．
高

齢
社

会
に
対

応
し
た
市
場
の
活
性

化
と
調
査
研
究
推
進

の
た
め
の

基
本

的
施

策

健
康
関
連
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
雇
用
の
創
出

・
市

場
規

模
：
13

.1
兆
円

・
雇

用
：
15

0 万
人

( 平
成
19

年
)

－
・
市

場
規

模
：
25

兆
円

・
雇

用
：
23

0 万
人

( 平
成
32

年
)

６
．
全

世
代

が
参

画
す
る
超
高
齢
社
会
に

対
応
し
た
基
盤
構
築

の
た
め
の

基
本

的
施

策

20
～
34

歳
の
就
業
率

74
.2
%

( 平
成
23

年
)

75
.4
%
*

( 平
成
27

年
)

77
%
*

( 平
成
32

年
)

若
者

フ
リ
ー
タ
ー
の

数
17

6 万
人

（
※
1 ）

( 平
成
23

年
)

16
5 万

人
*

( 平
成
27

年
)

12
4 万

人
*

( 平
成
32

年
)

25
～
44

歳
の
女
性
就
業
率

66
.9
%
（
※
1 ）

( 平
成
23

年
)

69
.8
%
*

( 平
成
27

年
)

73
%
*

( 平
成
32

年
)

第
1 子

出
産
前
後
の
女
性
の
継
続
就
業
率

38
%

( 平
成
22

年
)

50
%
*

( 平
成
27

年
)

55
%
*

( 平
成
32

年
)

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
取
組
企
業
数
の
割
合

31
.7
%

( 平
成
23

年
度
)

－
40

%
超
*

( 平
成
26

年
)

男
性
の

育
児
休
業
取
得
率

2.
63

%
( 平

成
23

年
度
)

8%
*

( 平
成
27

年
)

13
%
*

( 平
成
32

年
)

36

（
注

）
※
1

岩
手
県
、
宮

城
県

及
び
福

島
県
を
除

く
全
国

結
果
を
使

用
（
労

働
力
調
査
（
平
成
23
年
平
均
）
に
よ
る
）。

※
2

能
力

開
発

基
本

調
査

で
は

、
前

年
度
（
22
年
度
）
の
自
己
啓
発
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
調
査
。

※
3

本
分

類
の

項
目

に
お
け
る
数

値
目
標

は
、
社
会

保
障
・
税
一

体
改
革

に
基

づ
く
医

療
・
介

護
サ

ー
ビ
ス
量

等
の

見
込
み

。
※
4

国
公
私
立
大
学
（
短
期
大
学
除
く
。
通
信
制
大
学
含
む
。
）
の
学
位
を
取
得
す
る
課
程
・科

目
等
履
修
・
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
、
社
会
人
を
対
象
と
し
た
入

試
方

式
に
よ
る
入

学
者
（
通

学
）、

職
業
を
持

た
な
い
者

を
除
い
た
学

生
数

（
通

信
）
等
を
基

に
推

計
。

な
お
、
科

目
等

履
修

・
履

修
証
明

プ
ラ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は

、
平

成
23

年
度
に
つ
い
て
の
調

査
を
実
施
し
て
い
な
い
た
め
、
平
成
20
年

度
の

値
を
用
い
て
推

計
。

※
5

認
定

長
期

優
良

住
宅

の
供

給
が

開
始
さ
れ

た
平

成
21

年
6月

か
ら
平
成
22
年
3月

ま
で
の

数
値
。

※
6

１
日

あ
た
り
の

平
均

的
な
利

用
客

数
が
3，

00
0人

以
上
で
あ
る
全
て
の
旅
客
施
設
（
鉄
軌
道
駅
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
）
の
う
ち
、
①
段
差
解
消
、
②
視
覚
障
害
者
誘

導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の

整
備
、
③
障

害
者
対

応
型
便

所
の
設

置
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
割
合
。

※
7

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
規
定
す
る
特
定
道
路
（
＊
）
の
う
ち
、
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
を
満
た
す
道
路
の
割
合
。

＊
特

定
道

路
：
駅

、
官
公

庁
施
設

、
病

院
等

を
相

互
に
連

絡
す
る
道
路

の
う
ち
、
多

数
の

高
齢
者

、
障

害
者

等
が
通

常
徒
歩

で
移

動
す
る
道

路
の
区

間
と
し
て
、
国

土
交

通
大
臣

が
指
定

し
た
も
の
。

※
8

特
定

公
園

施
設

（
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法

に
基

づ
き
、
同
法

政
令
で
定

め
る
移

動
等

円
滑
化

が
必
要

な
公

園
施
設

）
で
あ
る
園

路
及

び
広

場
、
駐
車

場
、
便

所
が

設
置
さ
れ
た
都
市
公
園
の
う
ち
、
各
施
設
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
都
市
公
園
移
動
等
円
滑
化
基
準
に

適
合

し
た
都

市
公

園
の

割
合

。
※
9

特
定
路
外
駐

車
場

（
駐

車
の

用
に
供

す
る
部

分
が
50
0㎡

以
上
、
か
つ
そ
の

利
用

に
対

し
て
料
金

を
徴

収
し
て
い
る
路
外

駐
車
場

の
う
ち
、
道

路
付

属
物
で
あ
る
も
の

、
公
園

施
設
で
あ
る
も
の
、
建

築
物
で
あ
る
も
の

、
建
築

物
に
付

随
し
て
い
る
も
の

を
除

い
た
駐

車
場
）
の
う
ち
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
し
た
路
外
駐
車
場
の
割
合
。

※
10

床
面
積
2,
00
0㎡

以
上

の
特
別

特
定
建

築
物
（
病
院

、
劇

場
、
ホ
テ
ル

、
老
人

ホ
ー
ム
等

の
不

特
定

多
数

の
者
ま
た
は

主
と
し
て
高

齢
者

、
障
害

者
等
が

利
用
す
る
建

築
物

）
の

総
ス
ト
ッ
ク
数
の
う
ち
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適

合
す
る
も
の
の
割
合

※
11

車
両
等
の
う
ち
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
割
合
等
。
①
：
鉄
軌
道
車
両
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

率
、
②

：
バ

ス
車

両
（
基

準
の

適
用
除

外
の
認

定
を
受
け
た
車

両
を
除

く
）
の

う
ち
、
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ

バ
ス
の

導
入

率
、
③

：
適
用

除
外
認

定
を
受
け
た
バ

ス
車

両
の

う
ち
、
リ
フ
ト
付
き
バ

ス
又

は
ス
ロ
ー
プ
付
き
バ
ス
の

導
入

率
、
④
：
タ
ク
シ
ー
車

両
の

う
ち
、
福

祉
タ
ク
シ
ー
の
導
入
台
数
、
⑤
：
旅
客
船
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
率
、
⑥
：
航
空
機
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
率
。

＊
こ
れ

ら
の

目
標

値
は

、
新

成
長
戦

略
に
お
い
て
、
「
20
20
年

度
ま
で
の

平
均

で
、
名
目
3%

、
実
質
2%

を
上

回
る
成

長
」
等

と
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
。
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